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冬服・合服・夏服併用期間について 

 

冬服・合服・夏服の併用期間を５／１８（月）から当分の間とします。 

5 月の登校日は、男女とも冬服・合服・夏服のいずれでも、気候に応じて着用してよい。 

 

合服の着用にあたっての注意。 

女子 

・左胸に胸章・名札をつける。胸の第１ボタンをとめること。 

・ブラウスはスカートの中に入れて着ること。 

・袖口を折ってもよいが、さわやかな着こなしを心がけること。 

・スカート丈は膝小僧が見えない長さとする。（夏服も同じ） 

  男子 

・左胸ポケットに所定の校章（熱写プリント）の入った白長袖カッターシャツ 

とする。名札をつける。 

  ・白無地の肌着を着用する。Ｔシャツを着用してもよいが、白無地のものとする。

（商標等のワンポイントは可）（夏服も同じ） 

・袖口を折ってもよいが、さわやかな着こなしを心がけること。 

   

夏服の着用にあたっての注意。 

女子 

・左胸に名札をつける。 

・ブラジャーのみは不可。下着は白無地のものとし、色物・柄物は不可。 

・ブラウス（長袖シャツ）のみも可とするが、裾はスカートの中に入れること。 

・半袖シャツは、裾だしを可とする。また第一ボタンを開けてもよい。 

  男子 

  ・左胸に名札をつける。 

・半袖シャツの裾だしは禁止する。 

 

相高生としての自覚を高め、 

制服を品よく着こなしましょう。 

 


